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2016 年 5 月 11 日に近畿大学原子炉（以下、「近大炉」という。）の新規制基準に対する設置変更が許可さ

れた。原子炉を再稼働させるためには「設計及び工事の方法の認可」受けて原子炉施設の変更工事を実施

することと、原子炉施設の運用約束である保安規定の認可を受けることが必要となる。本発表においては、

近大炉の再稼働に向けた上記作業の状況を報告する。 
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1. 緒言 

2013年 12 月に施行された「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則」

（以下、「試験炉構造基準規則」という。）により、日本国内の試験炉に対する法定技術基準が更新された。

2016年 7月現在において、全ての試験研究炉は再稼働に係る行政手続きの最中にあり、運転を停止した状

態にある。近大炉は、2016年 5月 11日に試験炉構造基準規則に適合しているとして設置変更の許可を受け

たが、再稼働に向けて幾つかの認可・合格を受ける必要がある。本発表においては、上記工程の現状につ

いて報告する。 

2. 再稼働までの手続き 

試験研究炉において、設置変更許可の後、原子炉の再稼働には次の 5 工程；①保安規定の改訂、②品質

保証活動体制の更新、③設計の変更及び工事の認可（以下、「設工認」という。）、④使用前検査、⑤施設定

期検査において、それぞれ認可・合格を受ける必要がある。 

許可の下りた設置変更許可申請書に記載の全事項については、運用規定または設備機能で実現する必要

があり、①保安規定改訂及び③設工認に基づく工事がこれにあたる。また、設工認にあたり品質保証活動

体制を「試験研究の用に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理

の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」（以下、「試験炉設工認品証規則」という。）に

適合させる必要がある。なお、試験炉設工認品証規則解釈は、実用炉設工認品証規則解釈と同様の記載内

容となっているため、試験研究炉事業者においては、日本電気協会の「原子力安全のためのマネジメント

システム規定」（JEAC4111-2013）又は同程度の品質保証活動体制を整備する必要がある。 

上記の手続き後に、更新した設備の使用前検査及び運転停止後に延長継続している施設定期検査に合格

して、原子炉の運転を再開させることが出来る。 

3. 近大炉の現状 

 近大炉においては、2016年 7月 4日現在において、保安規定の改訂申請及びヒアリング及び品質保証活

動体制の更新及び設工認の一部の申請まで完了している。当日は、近大炉における上記手続き及び進捗状

況について報告する。 
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